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消費生活相談コーナー 消費生活相談コーナー 

外国通貨の勧誘にご注意 外国通貨の勧誘にご注意 

環境保護のため再生紙を使用しています。

植物油インキで印刷しています。

この市政情報紙「まいばら」は13,300部作成し、１部あたりの単価は
15円です。（１円未満切り捨て）※職員の人件費は含まれていません。
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困ったときは
米原市消費生活相談窓口へ

（米原庁舎１階）
相談専用 152－8088
受付 平日 9時30分～16時

外国通貨を、購入金額より高値で買い取ると勧誘されるもの

です。イラク、スーダン、アフガニスタン、リビア、ベトナムなどの

通貨の勧誘があります。

これらの通貨は日本国内での換金が困難です。実際の価値より著し

く高い価格で販売されているうえ、買い取りされた例はありません。

過去に未公開株等で被害にあった人に、被害を救済すると話を持ちか

けてくるケースも多くあります。

勧誘の言葉を信用しないように注意して、決してお金を支払わない

でください。

解説

Ａ社から外国通貨に関するパンフレット

が届いた。数日後、Ｂ社から電話があり、「パンフ

レットが届いた人しか購入できないため、パンフ

レットを探している。資源が豊富な国で必ず価値

が上がる。２倍で買い取るので、代わりに購入し

てくれないか」と言われた。別の会社からも同じ

ような電話があり、本当なのかと思い購入したが、

買い取ると言ったＢ社とは連絡が取れなくなった。

相談

●支社等のない事業所および新設された事業所
に、県知事から任命された調査員が調査票を
配布します。

※支社等を有する企業等は、国または県が委託した民間
事業者が郵送により調査票を配布します。

●提出された内容は統計作成の目的以外（税の
資料など）には、絶対に使用しません。

みなさんの暮らしや地域を良くするために大切
な調査です。正確な統計をつくるために、調査
への回答をよろしくお願いします。

■問 市　広報秘書課（米原庁舎）
1 52－6627 5 52－5195

経済センサスは
経済の｢国勢調査｣です

2012年2月1日（水）
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